
非該当

備 考

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の概要 －

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工
情 報 に 関 す る 提 案 を 受 け る
組 織 の 名 称 及 び 所 在 地

－

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名
加 工 情 報 に 関 す る 提 案 を
す る こ と が で き る 期 間

－

行政機関等匿名加工情報の提案を
受 け る 組 織 の 名 称 及 び 所 在 地

－

訂 正 及 び 利 用 停 止 に
関 す る 他 の 法 令 の 規 定
に よ る 特 別 の 手 続 等

－

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 種 別

□ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル）

（政令第２１条第７項に該当するファイル： □ 有 □ 無）

■ 法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイル）

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の
提 案 の 募 集 を す る
個 人 情 報 フ ァ イ ル で あ る 旨

記 録 情 報 の 経 常 的 提 供 先 －

開 示 請 求 等 を 受 理 す る
組 織 の 名 称 及 び 所 在 地

（名称）建設緑政局道路河川管理部管理課

（所在地）〒210-8577　川崎市川崎区宮本町1番地

※請求書は、次の部署に提出することもできます（受理はせず、上記記載の部署に回送しま
す。）。
（名称）総務企画局コンプライアンス推進・行政情報管理部行政情報課(情報公開担当)
（所在地）〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地

記 録 情 報 の 収 集 方 法 本人（直接、申請書等）、本人以外（法令、本人同意）

記録情報に要配慮個人情報が含
ま れ る と き は 、 そ の 旨

含まない

記録情報に要配慮個人情報が
含まれるときは、当該要配慮個人
情 報 を 必 要 と す る 理 由

－

記 録 項 目 1氏名、2住所､3立会年月日4､土地の所在､5押印

記 録 範 囲 市境界関係土地所有者を把握・管理するため

個 人 情 報 フ ァ イ ル を 構 成 す る
保 有 個 人 情 報 の 本 人 の 数

１，４００人

個 人 情 報 フ ァ イ ル が
利 用 に 供 さ れ る 事 務 を
つ か さ ど る 組 織 の 名 称

建設緑政局道路河川管理部管理課

保 有 個 人 情 報 等 管 理 責 任 者 建設緑政局道路河川管理部管理課長

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 利 用 目 的 市境界関係土地所有者を把握・管理するため

個人情報ファイル簿

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称 行政区域界確認に伴う個人情報ファイル

行 政 機 関 等 の 名 称 川  崎  市  長



該当

備 考

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の概要 －

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工
情 報 に 関 す る 提 案 を 受 け る
組 織 の 名 称 及 び 所 在 地

－

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名
加 工 情 報 に 関 す る 提 案 を
す る こ と が で き る 期 間

－

行政機関等匿名加工情報の提案を
受 け る 組 織 の 名 称 及 び 所 在 地

（名称）建設緑政局道路河川管理部管理課
（所在地）〒210-8577　川崎市川崎区宮本町1番地

訂 正 及 び 利 用 停 止 に
関 す る 他 の 法 令 の 規 定
に よ る 特 別 の 手 続 等

－

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 種 別

■ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル）

（政令第２１条第７項に該当するファイル： ■ 有 □ 無）

□ 法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイル）

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の
提 案 の 募 集 を す る
個 人 情 報 フ ァ イ ル で あ る 旨

記 録 情 報 の 経 常 的 提 供 先 －

開 示 請 求 等 を 受 理 す る
組 織 の 名 称 及 び 所 在 地

（名称）建設緑政局道路河川管理部管理課

（所在地）〒210-8577　川崎市川崎区宮本町1番地

※請求書は、次の部署に提出することもできます（受理はせず、上記記載の部署に回送しま
す。）。
（名称）総務企画局コンプライアンス推進・行政情報管理部行政情報課(情報公開担当)
（所在地）〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地

記 録 情 報 の 収 集 方 法 本人（直接・申請書等）、本人以外（本人同意）

記録情報に要配慮個人情報が含
ま れ る と き は 、 そ の 旨

含まない

記録情報に要配慮個人情報が
含まれるときは、当該要配慮個人
情 報 を 必 要 と す る 理 由

－

記 録 項 目 1氏名、2住所､3立会年月日､4土地の所在､5押印

記 録 範 囲 土地境界の確定等に関する土地所有者の把握及び財産管理

個 人 情 報 フ ァ イ ル を 構 成 す る
保 有 個 人 情 報 の 本 人 の 数

８９３，６００人

個 人 情 報 フ ァ イ ル が
利 用 に 供 さ れ る 事 務 を
つ か さ ど る 組 織 の 名 称

建設緑政局道路河川管理部管理課

保 有 個 人 情 報 等 管 理 責 任 者  建設緑政局道路河川管理部管理課長、各区役所道路公園センター管理担当課長

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 利 用 目 的 各種証明、調査業務等に使用

個人情報ファイル簿

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称 土地境界査定関係書類検索システム

行 政 機 関 等 の 名 称 川  崎  市  長



該当

備 考

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の概要 ―

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工
情 報 に 関 す る 提 案 を 受 け る
組 織 の 名 称 及 び 所 在 地

―

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名
加 工 情 報 に 関 す る 提 案 を
す る こ と が で き る 期 間

―

行政機関等匿名加工情報の提案を
受 け る 組 織 の 名 称 及 び 所 在 地

（名称）　　建設緑政局道路河川整備部公共用地課
（所在地）　〒210-8577　川崎市川崎区宮本町1番地

訂 正 及 び 利 用 停 止 に
関 す る 他 の 法 令 の 規 定
に よ る 特 別 の 手 続 等

―

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 種 別

■ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル）

（政令第２１条第７項に該当するファイル： □ 有 ■ 無）

□ 法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイル）

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の
提 案 の 募 集 を す る
個 人 情 報 フ ァ イ ル で あ る 旨

記 録 情 報 の 経 常 的 提 供 先 税務署

開 示 請 求 等 を 受 理 す る
組 織 の 名 称 及 び 所 在 地

（名称）建設緑政局道路河川整備部公共用地課

（所在地）〒210-8577　川崎市川崎区宮本町1番地

※請求書は、次の部署に提出することもできます（受理はせず、上記記載の部署に回送しま
す。）。
（名称）総務企画局コンプライアンス推進・行政情報管理部行政情報課(情報公開担当)
（所在地）〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地

記 録 情 報 の 収 集 方 法
本人からの聞き取り、法令等に基づく行政機関からの住民票、全部事項証明書、戸籍謄
本等の取得

記録情報に要配慮個人情報が含
ま れ る と き は 、 そ の 旨

含む

記録情報に要配慮個人情報が
含まれるときは、当該要配慮個人
情 報 を 必 要 と す る 理 由

信条（宗教のみ）【実施機関の事業の施行に伴って公共用地等を取得する場合や、区画整理事業等を実施す
る場合などに、墳墓、神社、仏閣、教会等の宗教施設の改葬、移転が必要となる場合があり、その改葬、移転費
用や供養、祭礼に要する損失補償額を算定するために、土地、家屋所有者等の宗教に係る情報を保有する必
要がある。】

記 録 項 目

1登録№、2事業部局名、3事業名称、4物件№、5郵便番号、6住所、7種別、8持分、9氏名（漢字、カナ）、10年
度、11財源区分、12契約日、13支払日、14支払金額、15支払区分、16取得面積、17物件所在地、18地目、19
数量、20買取等の価格、21原因、22補償金種別・金額、23事前協議日、24事前協議番号、25買取申出年月
日、26買取申出番号、27根拠法令、28証明規定

記 録 範 囲 土地・建物等所有者

個 人 情 報 フ ァ イ ル を 構 成 す る
保 有 個 人 情 報 の 本 人 の 数

４，０００人

個 人 情 報 フ ァ イ ル が
利 用 に 供 さ れ る 事 務 を
つ か さ ど る 組 織 の 名 称

建設緑政局道路河川整備部公共用地課

保 有 個 人 情 報 等 管 理 責 任 者 建設緑政局道路河川整備部公共用地課長

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 利 用 目 的 租税特別措置法に基づく各種証明書の発行

個人情報ファイル簿

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称 用地取得台帳

行 政 機 関 等 の 名 称 川崎市長



非該当

備 考

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の概要 -

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工
情 報 に 関 す る 提 案 を 受 け る
組 織 の 名 称 及 び 所 在 地

-

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名
加 工 情 報 に 関 す る 提 案 を
す る こ と が で き る 期 間

-

行政機関等匿名加工情報の提案を
受 け る 組 織 の 名 称 及 び 所 在 地

-

訂 正 及 び 利 用 停 止 に
関 す る 他 の 法 令 の 規 定
に よ る 特 別 の 手 続 等

-

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 種 別

□ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル）

（政令第２１条第７項に該当するファイル： □ 有 □ 無）

■ 法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイル）

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の
提 案 の 募 集 を す る
個 人 情 報 フ ァ イ ル で あ る 旨

記 録 情 報 の 経 常 的 提 供 先 -

開 示 請 求 等 を 受 理 す る
組 織 の 名 称 及 び 所 在 地

（名称）建設緑政局自転車利活用推進室

（所在地）〒210-8577　川崎市川崎区宮本町1番地

※請求書は、次の部署に提出することもできます（受理はせず、上記記載の部署に回送しま
す。）。
（名称）総務企画局コンプライアンス推進・行政情報管理部行政情報課(情報公開担当)
（所在地）〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地

記 録 情 報 の 収 集 方 法 本人からの申込書の提出

記録情報に要配慮個人情報が含
ま れ る と き は 、 そ の 旨

含まない

記録情報に要配慮個人情報が
含まれるときは、当該要配慮個人
情 報 を 必 要 と す る 理 由

-

記 録 項 目
１氏名、２住所、３電話番号、４メールアドレス、５通勤・通学先、６申込日、７車種、８防犯
登録番号、９利用開始日、１０利用目的、１１駅からの距離、１２施設名

記 録 範 囲 自転車等駐車場定期利用申込書を提出した者

個 人 情 報 フ ァ イ ル を 構 成 す る
保 有 個 人 情 報 の 本 人 の 数

24,000人

個 人 情 報 フ ァ イ ル が
利 用 に 供 さ れ る 事 務 を
つ か さ ど る 組 織 の 名 称

建設緑政局自転車利活用推進室

保 有 個 人 情 報 等 管 理 責 任 者 建設緑政局自転車利活用推進室放置対策担当課長

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 利 用 目 的 市営駐輪場の定期利用に関する手続きに利用する

個人情報ファイル簿

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称 市営自転車等駐車場定期利用者ファイル

行 政 機 関 等 の 名 称 川  崎  市  長



該当

備 考

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の概要 －

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工
情 報 に 関 す る 提 案 を 受 け る
組 織 の 名 称 及 び 所 在 地

－

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名
加 工 情 報 に 関 す る 提 案 を
す る こ と が で き る 期 間

－

行政機関等匿名加工情報の提案を
受 け る 組 織 の 名 称 及 び 所 在 地

（名称）建設緑政局緑政部霊園事務所
（所在地）〒２１３-００３３川崎市高津区下作延１２４１

訂 正 及 び 利 用 停 止 に
関 す る 他 の 法 令 の 規 定
に よ る 特 別 の 手 続 等

－

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 種 別

■ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル）

（政令第２１条第７項に該当するファイル： □ 有 ■ 無）

□ 法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイル）

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の
提 案 の 募 集 を す る
個 人 情 報 フ ァ イ ル で あ る 旨

記 録 情 報 の 経 常 的 提 供 先 －

開 示 請 求 等 を 受 理 す る
組 織 の 名 称 及 び 所 在 地

（名称）建設緑政局緑政部霊園事務所

（所在地）〒２１３－００３３　川崎市高津区下作延１２４１

※請求書は、次の部署に提出することもできます（受理はせず、上記記載の部署に回送します。）。
（名称）総務企画局コンプライアンス推進・行政情報管理部行政情報課(情報公開担当)
（所在地）〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地

記 録 情 報 の 収 集 方 法 本人からの申請書の提出

記録情報に要配慮個人情報が含
ま れ る と き は 、 そ の 旨

含まない

記録情報に要配慮個人情報が
含まれるときは、当該要配慮個人
情 報 を 必 要 と す る 理 由

－

記 録 項 目

１使用者番号、２使用者区分、３使用者氏名、４使用者カナ名、５使用者生年月日、６郵送先、７使用者電話番
号、８使用者郵便番号、９使用者住所、１０使用者本籍郵便番号、１１使用者本籍住所、１２許可番号、１３申請
日、１４許可日、１５発行種別、１６発行日、１７返還日、１８請求区分、２０使用料、２１請求方法、２２埋葬番号、２
３埋葬者氏名、２４埋葬者性別、２５埋葬種別、２６埋葬者死亡日、２７行年、２８状態、２９受入日、３０使用料番
号、３１使用料請求年度、３２使用料請求日、３３使用料請求額、３４使用料会計年度、３５使用料納付日、３６使
用料納付額、３７管理料番号、３８管理料請求年度、３９管理料請求日、４０管理料請求額、４１管理料会計年
度、４２管理料納付日、４３管理料納付額

記 録 範 囲 合葬墓使用者

個 人 情 報 フ ァ イ ル を 構 成 す る
保 有 個 人 情 報 の 本 人 の 数

２,２４４人

個 人 情 報 フ ァ イ ル が
利 用 に 供 さ れ る 事 務 を
つ か さ ど る 組 織 の 名 称

建設緑政局緑政部霊園事務所

保 有 個 人 情 報 等 管 理 責 任 者 建設緑政局緑政部霊園事務所長

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 利 用 目 的 合葬墓使用者の管理を行うため

個人情報ファイル簿

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称 合葬墓使用者

行 政 機 関 等 の 名 称 川  崎  市  長



該当

備 考

行政機関等匿名加工情報の概要 －

作成され た行 政機 関等 匿名 加工
情 報 に 関 す る 提 案 を 受 け る
組 織 の 名 称 及 び 所 在 地

－

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名
加 工 情 報 に 関 す る 提 案 を
す る こ と が で き る 期 間

－

行政機関等匿名加工情報の提案を
受 け る 組 織 の 名 称 及 び 所 在 地

（名称）建設緑政局緑政部霊園事務所
（所在地）〒２１３-００３３川崎市高津区下作延１２４１

訂 正 及 び 利 用 停 止 に
関 す る 他 の 法 令 の 規 定
に よ る 特 別 の 手 続 等

－

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 種 別

■ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル）

（政令第２１条第７項に該当するファイル： □ 有 ■ 無）

□ 法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイル）

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の
提 案 の 募 集 を す る
個 人 情 報 フ ァ イ ル で あ る 旨

記 録 情 報 の 経 常 的 提 供 先 －

開 示 請 求 等 を 受 理 す る
組 織 の 名 称 及 び 所 在 地

（名称）建設緑政局緑政部霊園事務所

（所在地）〒２１３－００３３　川崎市高津区下作延１２４１

※請求書は、次の部署に提出することもできます（受理はせず、上記記載の部署に回送します。）。
（名称）総務企画局コンプライアンス推進・行政情報管理部行政情報課(情報公開担当)
（所在地）〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地

記 録 情 報 の 収 集 方 法 本人からの申請書の提出

記録情報に要配慮個人情報が
含 ま れ る と き は 、 そ の 旨

含まない

記 録 情 報 に 要 配 慮 個 人 情 報 が
含まれるときは、当該要配慮個人情
報 を 必 要 と す る 理 由

－

記 録 項 目

１使用者番号、２使用者区分、３使用者氏名、４使用者カナ名、５使用者生年月日、６郵送先、７使用者電
話番号、８使用者郵便番号、９使用者住所、１０使用者本籍郵便番号、１１使用者本籍住所、１２連絡者氏
名、１３連絡者カナ名、１４連絡者電話番号１５郵便番号、１６連絡者住所、１７区画番号、１８許可番号、１９
申請日、２０許可日、２１発行種別、２２発行日、２３返還日、２４請求区分、２５使用料、２６請求方法、２７管
理区分、２８面積/体数、２９変更番号、３０変更日、３１変更項目、３２変更前使用者氏名、３３変更前住所/
変更内容、３４埋葬番号、３５埋葬者氏名、３６埋葬者性別、３７埋葬種別、３８死胎、３９埋葬者生年月日、４
０埋葬者死亡日、４１行年、４２埋葬日、４３使用料番号、４４使用料請求年度、４５使用料請求日、４６使用
料請求額、４７使用料会計年度、４８使用料納付日、４９使用料納付額、５０管理料番号、５１管理料請求年
度、５２管理料請求日、５３管理料請求額、５４管理料会計年度、５５管理料納付日、５６管理料納付額、５７
管理料減免申請日、５８管理料減免決定日、５９管理料減免額

記 録 範 囲 墓地使用者

個人情報ファイルを構成する
保 有 個 人 情 報 の 本 人 の 数

３７，７００人

個 人 情 報 フ ァ イ ル が
利 用 に 供 さ れ る 事 務 を
つ か さ ど る 組 織 の 名 称

建設緑政局緑政部霊園事務所

保有個人情報等管 理責 任者 建設緑政局緑政部霊園事務所長

個人情報ファイルの利用目的 墓地使用者の管理を行うため

個人情報ファイル簿

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称 墓地使用者

行 政 機 関 等 の 名 称 川  崎  市  長



非該当

備 考

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の概要 －

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工
情 報 に 関 す る 提 案 を 受 け る
組 織 の 名 称 及 び 所 在 地

－

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名
加 工 情 報 に 関 す る 提 案 を
す る こ と が で き る 期 間

－

行政機関等匿名加工情報の提案を
受 け る 組 織 の 名 称 及 び 所 在 地

－

訂 正 及 び 利 用 停 止 に
関 す る 他 の 法 令 の 規 定
に よ る 特 別 の 手 続 等

－

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 種 別

□ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル）

（政令第２１条第７項に該当するファイル： □ 有 □ 無）

■ 法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイル）

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の
提 案 の 募 集 を す る
個 人 情 報 フ ァ イ ル で あ る 旨

記 録 情 報 の 経 常 的 提 供 先 －

開 示 請 求 等 を 受 理 す る
組 織 の 名 称 及 び 所 在 地

（名称）建設緑政局緑政部霊園事務所

（所在地）〒２１３－００３３　川崎市高津区下作延１２４１

※請求書は、次の部署に提出することもできます（受理はせず、上記記載の部署に回送しま
す。）。
（名称）総務企画局コンプライアンス推進・行政情報管理部行政情報課(情報公開担当)
（所在地）〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地

記 録 情 報 の 収 集 方 法 本人からの申請書の提出

記録情報に要配慮個人情報が含
ま れ る と き は 、 そ の 旨

含まない

記録情報に要配慮個人情報が
含まれるときは、当該要配慮個人
情 報 を 必 要 と す る 理 由

－

記 録 項 目

１申請者氏名、２申請者カナ名、３申請者電話番号、４墓地名、５形式、６利用場所、７面
積、８使用料、９管理料、１０前利用者氏名、１１前利用者との続柄、１２承継理由、１３改
葬先住所、１４改葬先名称

縁故者情報の登録
１ 縁故者氏名　２　縁故者氏名カナ　３　縁故者住所　４　申請者との続柄　５　連絡先

記 録 範 囲 墓地使用申込者及び申込承諾者

個 人 情 報 フ ァ イ ル を 構 成 す る
保 有 個 人 情 報 の 本 人 の 数

６１,４４４人

個 人 情 報 フ ァ イ ル が
利 用 に 供 さ れ る 事 務 を
つ か さ ど る 組 織 の 名 称

建設緑政局緑政部霊園事務所

保 有 個 人 情 報 等 管 理 責 任 者 建設緑政局緑政部霊園事務所長

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 利 用 目 的 墓地の申込み及び申込みに係る資格要件の確認等

個人情報ファイル簿

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称 墓地使用等申込関係書類

行 政 機 関 等 の 名 称 川  崎  市  長



該当

備 考

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の概要 －

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工
情 報 に 関 す る 提 案 を 受 け る
組 織 の 名 称 及 び 所 在 地

－

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名
加 工 情 報 に 関 す る 提 案 を
す る こ と が で き る 期 間

－

行政機関等匿名加工情報の提案を
受 け る 組 織 の 名 称 及 び 所 在 地

（名称）建設緑政局緑政部霊園事務所
（所在地）〒２１３-００３３川崎市高津区下作延１２４１

訂 正 及 び 利 用 停 止 に
関 す る 他 の 法 令 の 規 定
に よ る 特 別 の 手 続 等

－

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 種 別

■ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル）

（政令第２１条第７項に該当するファイル： □ 有 ■ 無）

□ 法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイル）

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の
提 案 の 募 集 を す る
個 人 情 報 フ ァ イ ル で あ る 旨

記 録 情 報 の 経 常 的 提 供 先 －

開 示 請 求 等 を 受 理 す る
組 織 の 名 称 及 び 所 在 地

（名称）建設緑政局緑政部霊園事務所

（所在地）〒２１３－００３３　川崎市高津区下作延１２４１

※請求書は、次の部署に提出することもできます（受理はせず、上記記載の部署に回送します。）。
（名称）総務企画局コンプライアンス推進・行政情報管理部行政情報課(情報公開担当)
（所在地）〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地

記 録 情 報 の 収 集 方 法 本人からの申請書の提出

記録情報に要配慮個人情報が含
ま れ る と き は 、 そ の 旨

含まない

記録情報に要配慮個人情報が
含まれるときは、当該要配慮個人
情 報 を 必 要 と す る 理 由

－

記 録 項 目

１使用者番号、２使用者区分、３使用者氏名、４使用者カナ名、５使用者生年月日、６郵送先、７使用者電話番
号、８使用者郵便番号、９使用者住所、１０使用者本籍郵便番号、１１使用者本籍住所、１２区画番号、１３許可
番号、１４申請日、１５許可日、１６発行種別、１７発行日、１８有効期限日、１９返還日、２０請求区分、２１使用料、
２２請求方法、２３管理区分、２４面積/体数、２５埋葬番号、２６埋葬者氏名、２７埋葬者性別、２８埋葬種別、２９
死胎、３０埋葬者生年月日、３１埋葬者死亡日、３２行年、３３埋葬日、３４使用料番号、３５使用料請求年度、３６
使用料請求日、３７使用料請求額、３８使用料会計年度、３９使用料納付日、４０使用料納付額、４１使用料減免
申請日、４２使用料減免決定日、４３使用料減免額、４４管理料番号、４５管理料請求年度、４６管理料請求日、４
７管理料請求額、４８管理料会計年度、４９管理料納付日、５０管理料納付額

記 録 範 囲 霊堂使用者

個 人 情 報 フ ァ イ ル を 構 成 す る
保 有 個 人 情 報 の 本 人 の 数

２１，５００人

個 人 情 報 フ ァ イ ル が
利 用 に 供 さ れ る 事 務 を
つ か さ ど る 組 織 の 名 称

建設緑政局緑政部霊園事務所

保 有 個 人 情 報 等 管 理 責 任 者 建設緑政局緑政部霊園事務所長

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 利 用 目 的 霊堂の管理を行うため

個人情報ファイル簿

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称 霊堂使用者

行 政 機 関 等 の 名 称 川  崎  市  長



該当

備 考

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の概要 －

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工
情 報 に 関 す る 提 案 を 受 け る
組 織 の 名 称 及 び 所 在 地

－

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名
加 工 情 報 に 関 す る 提 案 を
す る こ と が で き る 期 間

－

行政機関等匿名加工情報の提案を
受 け る 組 織 の 名 称 及 び 所 在 地

建設緑政局道路河川管理部路政課
〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地

訂 正 及 び 利 用 停 止 に
関 す る 他 の 法 令 の 規 定
に よ る 特 別 の 手 続 等

－

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 種 別

■ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル）

（政令第２１条第７項に該当するファイル： ■ 有 □ 無）

□ 法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイル）

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の
提 案 の 募 集 を す る
個 人 情 報 フ ァ イ ル で あ る 旨

記 録 情 報 の 経 常 的 提 供 先 －

開 示 請 求 等 を 受 理 す る
組 織 の 名 称 及 び 所 在 地

（名称）建設緑政局道路河川管理部路政課
　　　　 各区役所道路公園センター

（所在地）建設緑政局道路河川管理部路政課
　　　　　　〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地
　　　　　　各区役所道路公園センターの所在地については下記参照
　　　　https://www.city.kawasaki.jp/templates/faq/530/0000061226.html

※請求書は、次の部署に提出することもできます（受理はせず、上記記載の部署に回送します。）。
（名称）総務企画局コンプライアンス推進・行政情報管理部行政情報課(情報公開担当)
（所在地）〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地

記 録 情 報 の 収 集 方 法 本人からの申請書等の提出

記録情報に要配慮個人情報が含
ま れ る と き は 、 そ の 旨

－

記録情報に要配慮個人情報が
含まれるときは、当該要配慮個人
情 報 を 必 要 と す る 理 由

－

記 録 項 目 別紙参照

記 録 範 囲  占用許可申請に関する申請者、管理者、施工者の情報

個 人 情 報 フ ァ イ ル を 構 成 す る
保 有 個 人 情 報 の 本 人 の 数

２１，９００人

個 人 情 報 フ ァ イ ル が
利 用 に 供 さ れ る 事 務 を
つ か さ ど る 組 織 の 名 称

 建設緑政局道路河川管理部路政課各区役所道路公園センター

保 有 個 人 情 報 等 管 理 責 任 者
建設緑政局道路河川管理部路政課長
各区役所道路公園センター　担当課長[管理担当]

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 利 用 目 的  占用許可関連手続きに利用する。また占用者情報の管理に利用する。

個人情報ファイル簿

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称 一般占用管理システム

行 政 機 関 等 の 名 称 川  崎  市  長

https://www.city.kawasaki.jp/templates/faq/530/0000061226.html


別紙

記録項目

01.登録年度、02.事務所名、03.敷地区分、04.法人の区分、05.更新・集計区分、06.管理者の区分、
07.納通等送付先、08.工事の有無、09.工事規模、10.申請者申請者コード、11.申請者申請者区分、
12.申請者郵便番号、13.申請者住所、14.申請者法人名・屋号、15.申請者代表者名、16.申請者氏名
（個人）、17.申請者ＴＥＬ、18.申請者ＦＡＸ、19.申請者Ｅ－ＭＡＩＬ、20.管理者管理者コード、21.管理
者旧管理者コード、22.管理者郵便番号、23.管理者住所、24.管理者法人名・屋号、25.管理者代表者
名、26.管理者氏名（個人）、27.管理者ＴＥＬ、28.管理者ＦＡＸ、29.管理者Ｅ－ＭＡＩＬ、30.施工者施工
者コード、31.施工者旧施工者コード、32.施工者郵便番号、33.施工者住所、34.施工者法人名・屋
号、35.施工者代表者名 、36.施工者氏名（個人）、37.施工者ＴＥＬ、38.施工者ＦＡＸ、39.施工者Ｅ－
ＭＡＩＬ、40.事前協議相手方文書番号、41.事前協議協議年月日、42.事前協議受付年月日、43.事前
協議受付番号、44.事前協議施行年月日（回答年月日）、45.事前協議指令番号、46.事前協議交付年
月日、47.申請or協議受付（当初）相手方文書番号、48.申請or協議受付（当初）申請or協議年月日、
49.申請or協議受付（当初）受付年月日、50.申請or協議受付（当初）受付番号、51.現地調査施行年月
日、52.現地調査回答受付年月日、53.警察協議施行年月日、54.警察協議回答受付年月日、55.占用
許可（当初）指令年月日、56.占用許可（当初）指令番号、57.占用許可（当初）交付年月日、58.工事内
容内訳工事内容内訳、59.工事着手相手方文書番号 、60.工事着手受付年月日、61.工事着手受付
番号、62.工事着手着手年月日、63.工事完了相手方文書番号、64.工事完了受付年月日、65.工事完
了受付番号、66.工事完了完了年月日、67.工事完了検査実施年月日、68.工事完了施行年月日、69.
工事完了指令番号、70.工事完了交付年月日、71.工事完了工事満了予定年月日、72.工事満了相手
方文書番号 、73.工事満了受付年月日、74.工事満了受付番号、75.工事満了完了年月日、76.工事
満了検査実施年月日、77.工事満了施行年月日、78.工事満了指令番号、79.工事満了交付年月日、
80.占用許可主占用目的、81.占用許可下水道自費工事の有無、82.占用許可占用の始期、83.占用
許可占用の終期、84.占用許可更新間隔、85.占用許可工事の始期、86.占用許可工事の終期、87.占
用許可徴収方法、88.占用許可占用料、89.掘削データ復旧者、90.掘削データ復旧方法、91.掘削
データ面積査定の有無、92.掘削データ監督事務費、93.満了通知文書番号、94.満了通知施行年月
日、95.継続申請継続更新開始年度、96.継続申請今回更新年度、97.継続申請受付チェック（更新）、
98.継続申請施行年月日、99.継続申請指令番号（更新）、100.継続申請交付年月日、101.廃止継続
時全部廃止、102.廃止相手方文書番号、103.廃止受付年月日、104.廃止受付番号、105.廃止廃止年
月日、106.廃止文書番号、107.廃止施行年月日、108.廃止交付年月日 、109.名義変更文書番号、
110.名義変更相手方文書番号 、111.名義変更受付年月日、112.名義変更受付番号、113.名義変更
変更年月日、114.未納・欠損未納チェック



該当

備 考

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の概要 ―

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工
情 報 に 関 す る 提 案 を 受 け る
組 織 の 名 称 及 び 所 在 地

―

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名
加 工 情 報 に 関 す る 提 案 を
す る こ と が で き る 期 間

―

行政機関等匿名加工情報の提案を
受 け る 組 織 の 名 称 及 び 所 在 地

（名称）建設緑政局道路河川管理部路政課
（所在地）〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地

訂 正 及 び 利 用 停 止 に
関 す る 他 の 法 令 の 規 定
に よ る 特 別 の 手 続 等

―

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 種 別

■ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル）

（政令第２１条第７項に該当するファイル： □ 有 ■ 無）

□ 法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイル）

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の
提 案 の 募 集 を す る
個 人 情 報 フ ァ イ ル で あ る 旨

記 録 情 報 の 経 常 的 提 供 先
不特定多数（屋外広告業者登録簿及び特例屋外広告業者届出簿については一般の閲
覧に供しているため）

開 示 請 求 等 を 受 理 す る
組 織 の 名 称 及 び 所 在 地

（名称）建設緑政局道路河川管理部路政課

（所在地）〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地

※請求書は、次の部署に提出することもできます（受理はせず、上記記載の部署に回送します。）。
（名称）総務企画局コンプライアンス推進・行政情報管理部行政情報課(情報公開担当)
（所在地）〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地

記 録 情 報 の 収 集 方 法 本人又は手続きに関する委任を受けた者からの申請書等の提出

記録情報に要配慮個人情報が含
ま れ る と き は 、 そ の 旨

―

記録情報に要配慮個人情報が
含まれるときは、当該要配慮個人
情 報 を 必 要 と す る 理 由

－

記 録 項 目 別紙参照

記 録 範 囲
屋外広告物許可申請に関する申請者、管理者、施工者、連絡先担当者、
屋外広告業者登録に関する申請者、役員、業務主任者

個 人 情 報 フ ァ イ ル を 構 成 す る
保 有 個 人 情 報 の 本 人 の 数

２３，６００人

個 人 情 報 フ ァ イ ル が
利 用 に 供 さ れ る 事 務 を
つ か さ ど る 組 織 の 名 称

建設緑政局道路河川管理部路政課

保 有 個 人 情 報 等 管 理 責 任 者 建設緑政局道路河川管理部路政課長

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 利 用 目 的
屋外広告物許可及び屋外広告業者登録に関する申請者等の情報管理のために利用す
る。

個人情報ファイル簿

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称 屋外広告物管理システム

行 政 機 関 等 の 名 称 川崎市長



別紙
１申請区分、２区、３受付年月日、４許可終了日、５申請者コード、６申請者名、７申請者住
所、８申請者電話番号、９許可年月日、１０許可期間、１１許可番号、１２設置場所、１３広
告分類、１４広告種別、１５照明装置有無、１６点滅装置有無、１７表示内容、１８広告仕
様、１９面積、２０手数料、２１安全点検、２２自家用、２３用途地域、２４特定地区、２５
道路占用、２６禁止区域、２７管理者名、２８管理者住所、２９管理者電話番号、３０施行者
名、３１施行者住所、３２施行者電話番号、３３連絡者名、３４連絡者住所、３５連絡者電話
番号、３６調定年月日、３７納入年月日、３８登録区分、３９登録番号、４０届出者名、４１
届出者生年月日、４２届出者住所、４３届出者電話番号、４４届出者肩書、４５法人・個人、
４６当初登録年月日、４７有効期間、４８更新等年月日、４９登録都道府県市名、５０登録番
号、５１登録・届出、５２役員役職、５３役員氏名、５４営業所名、５５営業所業務主任者、
５６営業所業務主任者資格、５７営業所住所、５８営業所電話番号、５９資格番号



該当

備 考

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の概要 ―

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名 加 工
情 報 に 関 す る 提 案 を 受 け る
組 織 の 名 称 及 び 所 在 地

―

作 成 さ れ た 行 政 機 関 等 匿 名
加 工 情 報 に 関 す る 提 案 を
す る こ と が で き る 期 間

―

行政機関等匿名加工情報の提案を
受 け る 組 織 の 名 称 及 び 所 在 地

（名称）建設緑政局道路河川管理部路政課
（所在地）〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地

訂 正 及 び 利 用 停 止 に
関 す る 他 の 法 令 の 規 定
に よ る 特 別 の 手 続 等

―

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 種 別

■ 法第６０条第２項第１号（電算処理ファイル）

（政令第２１条第７項に該当するファイル： □ 有 ■ 無）

□ 法第６０条第２項第２号（マニュアル処理ファイル）

行 政 機 関 等 匿 名 加 工 情 報 の
提 案 の 募 集 を す る
個 人 情 報 フ ァ イ ル で あ る 旨

記 録 情 報 の 経 常 的 提 供 先 ―

開 示 請 求 等 を 受 理 す る
組 織 の 名 称 及 び 所 在 地

（名称）建設緑政局道路河川管理部路政課

（所在地）〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地

※請求書は、次の部署に提出することもできます（受理はせず、上記記載の部署に回送しま
す。）。
（名称）総務企画局コンプライアンス推進・行政情報管理部行政情報課(情報公開担当)
（所在地）〒210-8577　川崎市川崎区宮本町１番地

記 録 情 報 の 収 集 方 法 ―

記録情報に要配慮個人情報が含
ま れ る と き は 、 そ の 旨

―

記録情報に要配慮個人情報が
含まれるときは、当該要配慮個人
情 報 を 必 要 と す る 理 由

―

記 録 項 目 別添のとおり

記 録 範 囲 不法占拠者及び関係者

個 人 情 報 フ ァ イ ル を 構 成 す る
保 有 個 人 情 報 の 本 人 の 数

２，４００人

個 人 情 報 フ ァ イ ル が
利 用 に 供 さ れ る 事 務 を
つ か さ ど る 組 織 の 名 称

建設緑政局道路河川管理部路政課

保 有 個 人 情 報 等 管 理 責 任 者 建設緑政局道路河川管理部路政課長

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 利 用 目 的 道水路および河川敷の不法占拠物件情報の管理

個人情報ファイル簿

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称 不法占拠物件台帳

行 政 機 関 等 の 名 称 川崎市長



別紙
1整理番号区名、2整理番号、3指導担当部署（最終）、4所在地̲市区名、5所在地̲その他、6地番・地先̲市区名、
7地番・地先̲その他、8地目種類̲道路敷、9名称̲道路敷、10地目種類̲河川敷、11名称̲河川敷、12地目種類̲水
路敷、13名称̲水路敷、14境界査定年月日有無、15境界査定年月日、16道路認定年月日、17道路の区域決定年月
日、18道路の供用開始年月日、19河川の管理開始年月日、20河川の区域決定年月日、21水路の管理開始年月日、
22整備計画有無、23整備計画内容、24物件の種類、25家屋の構造、26道水路敷の占有面積、27物件全体の面積、
28不法占拠開始年月日、29処理方針区分、30処理方針対応方法、31処理方針決定年月日、32処理方針対策委員会
決定事項、33備考、34誓約書徴取枚数、35誓約書1̲履行期限、36誓約書1̲履行期限の定めなし、37誓約書1̲誓約
物件、38誓約書2̲履行期限、39誓約書2̲履行期限の定めなし、40誓約書2̲誓約物件、41解消済、42解消年月日、
43解消理由、44不法占拠者1̲郵便番号、45不法占拠者1̲住所、46不法占拠者1̲法人名、47不法占拠者1̲氏名、48
不法占拠者1̲フリガナ、49不法占拠者1̲電話番号1、50不法占拠者1̲電話番号2、51不法占拠者2̲郵便番号、52不
法占拠者2̲住所、53不法占拠者2̲法人名、54不法占拠者2̲氏名、55不法占拠者2̲フリガナ、56不法占拠者2̲電話
番号1、57不法占拠者2̲電話番号2、58不法占拠者3̲郵便番号、59不法占拠者3̲住所、60不法占拠者3̲法人名、61
不法占拠者3̲氏名、62不法占拠者3̲フリガナ、63不法占拠者3̲電話番号1、64不法占拠者3̲電話番号2、65関係者
1̲郵便番号、66関係者1̲住所、67関係者1̲法人名、68関係者1̲氏名、69関係者1̲フリガナ、70関係者1̲電話番号
1、71関係者1̲電話番号2、72関係者1̲不法占拠者との関係、73関係者2̲郵便番号、74関係者2̲住所、75関係者2̲
法人名、76関係者2̲氏名、77関係者2̲フリガナ、78関係者2̲電話番号1、79関係者2̲電話番号2、80関係者2̲不法
占拠者との関係、81関係者3̲郵便番号、82関係者3̲住所、83関係者3̲法人名、84関係者3̲氏名、85関係者3̲フリ
ガナ、86関係者3̲電話番号1、87関係者3̲電話番号2、88関係者3̲不法占拠者との関係、89入力者、90最終更新年
月日、91図形有無


